
UR都市機構の概要

名称 独立行政法人都市再生機構 主務大臣 国土交通大臣

設立 平成2004年7月 都市整備基盤公団及び地域振興整備公団の地方都市開発整備部門を統合し設立
設立根拠法:独立行政法人都市再生機構法（平成15年法律第100号）

資本金 10,757億円（2021年3月末現在）

職員数 3,192人（2021年4月1日現在）



UR都市機構の業務

都市再生

撮影:㈱エスエス

海外展開支援

賃貸住宅 震災復興

ニュータウン

ソーシャルボンドの対象事業

企業理念
URミッション

人が輝く都市をめざして、美しく安全で快適なまちをプロデュースします。

URの事業全てがソーシャルプロジェクト
として認証を取得



1.SDGs/ESG投資

都市再生債券（ソーシャルボンド）の特徴

2.財務の健全性

• 2020年9月以降、ソーシャルボンドを継続して発行（第三者評価機関R＆Iよりセ
カンドオピニオンを取得）

• 2022年2月現在、137投資家が投資表明を実施

3.政府との一体性
• 政府・地方公共団体全額出資による独立行政法人

• 日本政府と同等の格付け
格付投資情報センター（R＆I）:AA+ ムーディーズ・ジャパン:A1

• 一般担保付債券（都市再生機構法第34条）
都市再生債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権
の弁済を受ける権利があります。

• BISのリスクウェイト:10％



• 防災公園整備
• こども園の高台移転等に係る技術支援

地方都市等における支援地方公共団体数の全国への広がり 津波防災まちづくりの技術的支援

高台移転計画地

現こども園

徳島県美波町

地域経済の活性化やコンパクトシティの実現

【2020年度実績（地方都市等）】
■:2019年度までの支援地公体（95）
●:2020年度新規支援地公体（22）
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災害復旧工事マネジメント業務を実施
発災直後の様子 竣工後の様子

2019年東日本台風で被災した⾧野県佐久地域



平時:市町村向け説明会にて講義実施等

住家の被害認定業務に関する自治体支援を実施

住家の被害認定について内閣府と連携協定締結

発災時:被災地に支援職員を派遣



• 2018年11月ニューサウスウェールズ州政府との覚書交換
• 2019年10月同州傘下の開発公社とのアドバイザリー契約締結
• 2021年4月シドニー事務所を開設

• マスタープラン作成支援等
• 日本企業の参入機会の確保等

都市開発の海外展開支援
オーストラリア ニューサウスウェールズ州 西シドニー新空港周辺エリアの支援に着手

URが行う支援業務



ＵＲ賃貸住宅居住者の概要

家賃・空家の状況家賃・空家の状況

（2020年度末現在）
※全ての空家ではなく募集中の空家のみ

管理開始年代別管理戸数管理開始年代別管理戸数

（2020年度末現在）

平均
募集家賃 73,400円

家賃分布
5万円未満の住宅
⇒約20万戸（約3割）
10万円未満の住宅
⇒約57万戸（約8割）

空家の状況
（空家率※） 2.1％

 大都市圏を中心に60年にわたって賃貸住宅の供給・管理を実施
 現在は約7１万戸のＵＲ賃貸住宅を管理・経営
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年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢人口（65歳以上）

調査年 2010年 2015年 2020年 増減
（R2-H27）

居住者年齢（平均） 46.6歳 51.2歳 52.7歳 +1.5歳
年少人口割合（15歳未満） 10.8% 8.6% 8.1% ▲0.5%
生産年齢人口割合
（15～64歳） 64.2％ 56.6％ 54.9％ ▲1.7％

高齢人口割合（65歳以上） 25.1% 34.8% 36.9% +2.1%
居住人数（平均） 2.12人 2.00人 1.94人 ▲0.06人
世帯年収（平均） 484万円 453万円 470万円 +17万円
共働き世帯率 37.3% 36.7% 41.1% +4.4%
居住年数（平均） 13年3ヶ月 14年5ヶ月 14年2ヶ月 ▲3ヶ月

2020年ＵＲ賃貸住宅居住者定期調査の概要

■年齢層別人口構成

 年少人口の減少幅と高齢人口の増加幅が縮小
⇒ 少子高齢化が鈍化傾向

 65歳以上の高齢者の割合が約37％と高い水準
⇒ 高齢化への対応は引き続き必要

ＵＲ賃貸住宅居住者の現状



2030年度（R12）までに

250団地程度を拠点化
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新たな住生活基本計画（Ｒ3.3.19閣議決定）において
拠点化団地数が成果指標として位置付け

地域関係者と連携・協力し、豊かな屋外
空間を備え、多くの方々が住まう団地を
“地域の資源”として活用し、 地域に必要
な住宅・施設・サービスの整備を推進

団地を含む地域一体で、”多様な世代が
生き生きと暮らし続けられる住まい・まち”
《ミクストコミュニティ》の実現を目指しま
す。

目的

10

地域医療福祉拠点化の推進
実績



団地を資源とした新たな展開

 団地の豊かな屋外空間の新たな活用
 職住近接の暮らしの実現を支援

成瀬駅前ハイツ
（東京都町田市/S54管理開始:315戸）

＜ withコロナ時代の団地における“新しい暮らし”を提案 「STAY DANCHI」 ＞

 “未来の団地の暮らし方”をイメージ

みさと団地
（埼玉県三郷市/S48管理開始:6730戸）



東日本大震災における復興支援

▲大ケ口一丁目町営住宅（岩手県大槌町）

▲女川町駅前地区（宮城県女川町）



重要な環境課題への
対応

環境配慮方針と
ＵＲ都市機構のアプローチ

貢献する
主なＳＤＧｓ

地球温暖化対策
（気候変動への対応）

●まちや住まいの省エネルギー化を進めます
・ 省エネ性能の高い設備や機器の導入
・ 環境負荷の少ない技術の採用
・ 環境に配慮した計画の立案

資源循環
（廃棄物の削減）

●資源の有効利用と廃棄物の削減に努めます
●環境負荷の少ない事業執行に努めます

・ 環境負荷の少ない技術の採用
・ 建設副産物のリサイクルの推進

自然環境
（自然破壊への対応）

●都市の自然環境の保全・再生に努めます
・ グリーンインフラを活用した計画・設計

環境マネジメント～重要な環境課題への対応～



【資源の有効利用】
・耐久性を備えた建築物の建設
・既存賃貸住宅の⾧寿命化のための維持
・管理の研究、リニューアルの推進

・建設副産物の再資源化率99.5％※
※2020年度実績

UR賃貸住宅共用部電灯のLED化
愛知県名古屋市

水素製造拠点の基盤整備
棚塩地区（福島県浪江町）

福島水素エネルギー
研究フィールド（FH2R）

まちや住まいの省エネルギー化

アーバンラフレ虹ヶ丘南



都市の自然環境の保全・再生
グリーンインフラを活用した住まいづくり・まちづくり
東京都杉並区

「安全・安心」と「文化・賑わい・環境」の公園づくり
東京都豊島区

としまみどりの防災公園シャレール荻窪



価値創造ストーリー



社会的課題
（ｿｰｼｬﾙ・ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ）

事業区分
（ソーシャルボンド原則）

細目例示
（ICMA/金融庁ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ）

対象となる人々
（ICMA/金融庁ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ） ＳＤＧｓｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ＳＤＧｓへの貢献 インパクト（主な成果指標）

都
市
再
生

 大都市の国際競争力強化

 社会経済的向上と
エンパワーメント

 雇用創出
 手ごろな価格の
基本的インフラ整備

 老朽化対策
 ICTインフラ

 一般の大衆（主に大都市
圏でビジネスを実施する
人々（外国人を含む））

 持続可能で強靭な国土と
質の高いインフラ整備
（防災・減災対策、イン
フラ老朽化対策）

コーディネート及び事業の実施地区数
273地区（2020年度末時点）

都市再生事業等に係る建設投資誘発効果
1.6兆円規模

 地方都市等の再生

 必要不可欠な
サービスへのアクセス

 手ごろな価格の
基本的インフラ整備

 社会経済的向上と
エンパワーメント

 雇用創出

 地方創生、地域活性化
 高齢者の必要不可欠なサービ
スへのアクセス支援

 老朽化対策

 地理的・社会経済的に困
難な状況に置かれている
地域の企業・住民

 地方創生・地域活性化
 持続可能で強靭な国土と
質の高いインフラ整備
（防災・減災対策、イン
フラ老朽化対策）

地方都市等における支援地方公共団体数
117地方公共団体（2020年度末時点）

 自然災害の頻発化・激甚化
 密集市街地の存在
 南海トラフ地震、首都直下地震
の発生の危険性の高まり等

 手ごろな価格の
基本的インフラ整備

 必要不可欠な
サービスへのアクセス

 社会経済的向上と
エンパワーメント

 防災・減災対策
 老朽化対策
 高齢者の必要不可欠なサービ
スへのアクセス支援

 一般の大衆（地域企業・
住民）

 持続可能で強靭な国土と
質の高いインフラ整備
（防災・減災対策、イン
フラ老朽化対策）

防災性向上による安全・安心なまちづくりに
おける支援地方公共団体数
42地方公共団体（2020年度末時点）

 大規模な自然災害等が発生した
場合における被災地域の復旧・
復興の円滑化

 手ごろな価格の
基本的インフラ整備

 必要不可欠な
サービスへのアクセス

 社会経済的向上と
エンパワーメント

 災害復興  自然災害の罹災者を含む
その他の弱者グループ

 持続可能で強靭な国土と
質の高いインフラ整備
（防災・減災対策、イン
フラ老朽化対策）

復旧・復興に資するURとの関係構築を行っ
た地方公共団体等の数
31団体（2020年度末時点）

URの働きかけによる啓発活動の実施回数
18回（2020年度実績）

 都市開発の海外展開支援

 手ごろな価格の
基本的インフラ整備

 社会経済的向上と
エンパワーメント

 雇用創出

 輸送機関
 ICTインフラ

 十分な行政サービスを受
けられない人々  国際協力

海外の都市開発事業に関して、URが相手国、
海外公的機関及び民間企業等

との間で締結した協定・覚書の件数
6件（2020年度末時点）

社会改善効果報告①



社会改善効果報告②
社会的課題

（ｿｰｼｬﾙ・ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ）
事業区分

（ソーシャルボンド原則）
細目例示

（ICMA/金融庁ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ）
対象となる人々

（ICMA/金融庁ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ） ＳＤＧｓｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ＳＤＧｓへの貢献 インパクト（主な成果指標）

賃
貸
住
宅

 UR賃貸住宅居住者の高齢化、
建物の高経年化

 居住者のライフスタイルの変化
や、医療福祉機能、コミュニ
ティ機能といった団地に求めら
れる多様な期待への対応

 必要不可欠なサービスへ
のアクセス

 手ごろな価格の住宅
 社会経済的向上と
エンパワーメント

 子育て支援
 介護支援
 高齢者福祉・介護
 高齢者への必要不可欠なサー
ビスへのアクセス支援

 女性（特に若年女性、仕
事と子育て/介護等を両
立する女性等）

 高齢者（所得の低い高齢
者、独居高齢者、生活に
不可欠な財・サービスに
アクセスの難しい高齢
者）、障がい者を含む居
住者

 働き方改革とディーセン
トワークの実現

 高齢社会への対応
 低所得者の住宅
支援

UR賃貸住宅団地（大都市圏のおおむね1,000
戸以上の団地約200団地が対象）における

地域の医療福祉拠点化の形成数
112団地（2020年度末時点）

団地内の高齢者・子育て支援施設
1,075件（2020年度末時点）

バリアフリー化を図った住宅の割合
59.0％（2020年度末時点）

震
災
復
興

 東日本大震災からの復興

 手ごろな価格の基本的イ
ンフラ整備

 必要不可欠なサービスへ
のアクセス

 社会経済的向上と
エンパワーメント

 災害復興  自然災害の罹災者を含む
その他の弱者グループ

 持続可能で強靭な国土と
質の高いインフラ整備
（防災・減災対策、イン
フラ老朽化対策）

津波・原子力被災地の復興に係る整備
27地区・1,485ha（2020年度末時点）

災害公営住宅の整備
86地区・5,932戸（2020年度末時点）

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

 地域づくり・まちづくりにおけ
る課題への対応等を踏まえた、
賃貸宅地資産の適切な管理・
運用

 手ごろな価格の基本的イ
ンフラ整備

 必要不可欠なサービスへ
のアクセス

 社会経済的向上と
エンパワーメント

 地方創生、地域活性化
 地理的・社会経済的に困
難な状況に置かれている
地域の企業・住民

 地方創生・地域活性化

令和元年８月に策定・公表した「賃貸宅地資
産の管理・運用方針」に基づき、金利上昇や
地価下落に伴うリスクに備え資産圧縮を行う
など、適切に管理・運用を実施

※｢細目例示｣及び｢対象となる人々｣のうち、下線は金融庁のソーシャルボンドガイドライン（2021.10.26公表）の例示に沿った項目（ほかはICMAのソーシャルボンド原則の例示）
※インパクト（主な成果指標）は令和2年度業務実績等報告書等において開示した定量的な指標の一部（業務実績等報告書は機構HPに掲載）



2020年度決算 ◆当期純利益◆

※単位未満切り捨て。( )内の数値は前年度比増減



※単位未満切り捨て。( )内の数値は前年度比増減

設立時
2004.7

2018 2019 2020

繰越欠損金
△7,288億円

利益剰余金
425億円

710億円

1,206億円
（+495）

1,695億円
（+453）

（繰越欠損金）
△489億円

（+41）

2020年度決算 ◆利益剰余金◆



2020年度決算 ◆有利子負債の推移◆

※単位未満切り捨
て。

2004.7 2008末 2013末 2018末 2019末 2020末 2023末 2033末

2013末比で
2.1兆円削減

2013末比で
2.0兆円削減

2013末比で
3.0兆円削減



投資表明投資家の推移
2020年9月（初回債発行時）

（計32件）
2022年2月現在

（計137件）

初回債対比で地方自治体・信金・農協の件数が増加

生保・損保 その他中央投資家 信金 農協 信組・信連
地方自治体 市町村職員共済 信用保証協会 農済 諸法人

中央投資家
43.8％

地方投資家
56.2％

中央投資家
20.9％

地方投資家
79.1％



合計

年限
金額 800
年限 40Ｙ
金額 1,600
年限
金額 1,100
年限
金額 900
年限
金額 800

第1四半期

40Y
200
40Y
100
40Y
200

50Y
50

40Y

40Ｙ

40Ｙ

100100 100 100

100 100
20Y 40Y40Y 20Y
100

21年度
20Y
100 150

40Y
100

30Y
200 100

40Y20Y 30Y 20Y
100

100

20年度
40Y

100100 100 100
19年度

20Y
100 400

20Y20Y 30Y40Y
250100

50

100100 150 100 200
40Y

20Y 30Y 35Y20Y 30Y
100 50

18年度
20Y 30Y 40Y

100 100 100

100 100 200

30Y 20Y 30Y20Y 30Y
17年度

20Y 30Y 40Y
100 100 100

20Y

第2四半期 第3四半期 第4四半期

都市再生債券（ソーシャルボンド）の発行実績
四半期単位の発行実績 ※赤点線枠内はソーシャルボンドの発行実績

40年債を中心とした四半期ごとの定例発行

単位:億円

900
40Y
100



経理資金部 財務課

TEL：045-650-0322

FAX：045-650-0328

URL：https://www.ur-net.go.jp/

投資家の皆さま向けのホームページもございます。

https://www.ur-net.go.jp/aboutus/ir/index.html

本資料は、債券投資家等の皆さまへの情報提供のみを目的としたものであり、債券の募集、売出し及び売買の勧誘などを目的としたもの

ではありません。

債券のご投資の判断にあたりましては、当該債券の発行などにあたり作成された最終債券内容説明書及び財務諸表など、入手可能な

直近の情報を必ずご確認いただき、皆さまのご自身の責任でご判断くださいますようお願い申し上げます。

お問合せ先


